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五戸町  



Ⅰ．業務概要 

１ 業務委託名称 

五戸町産地直売施設（仮称）基本設計等業務委託（以下、「本業務」という。） 

 

２ 目的 

 本業務は、五戸町が令和２年度に作成した「五戸町産直施設整備基本構想」（以下、

「基本構想」という。）及び令和４年度に作成した「農山漁村振興五戸町活性化計画」

（以下、「活性化計画」という。）に掲げる整備の目的・基本コンセプト・導入施設の整

備方針等を踏まえ、発注者の意図を十分理解して、その要求を達成するために、施

設の空間構成を具体化すること及び農業振興地域除外申請手続きに用いることを目

的とした「五戸町産地直売施設（仮称）」の基本設計を行うものである。 

 

３ 委託場所 

五戸町大字上市川字中山前 地内（別添位置図参照） 

 

４ 履行期限 

履行期限は、令和５年９月３０日までとする。 

  



５ 業務範囲及び業務内容 

 本業務の範囲及び業務内容は次に掲げるものとする。 

（１）標準業務（平成３１年国土交通省告示第９８号（以下、「告示第９８号」という。）別

添一第１項第一号イ） 

項目 業務内容 

（１）設計条件等の整

理 

①条件整理  発注者から提示される基本構想及び活性化計

画等に基づき諸室機能、設備機能の水準など

様々な要求その他の諸条件を、設計条件として整

理する。 

②設計条件変更等の

場合の協議 

 発注者から提示される要求の内容に変更が生じ

た場合、又は内容に相違が生じた場合において

は、発注者に説明を求め協議する。 

（２）法令上の諸条件

の調査及び関係機関

との打合せ 

①設計条件  基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関す

る法令及び条例上の制約条件を調査する。 

②建築確認に係る関

係機関との打合せ 

 基本設計に必要な範囲で、建築確認を行うため

に必要な事項について関係機関と事前に打ち合

わせを行う。 

（３）上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況

の調査及び関係機関との打合せ 

基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水

道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必

要に応じて関係機関との打合せを行う。 

（４）基本設計方針の

策定 

①総合検討  設計条件に基づき、基本設計をまとめていく考

え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務

工程を立案し、設計業務実施計画書を作成する。 

②基本設計方針の策

定と発注者への説明 

 設計業務実施計画書に基づき、基本設計方針を

策定し、発注者に対して説明する。 

（５）基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、発注者と協議の上、基

本設計図書を作成する。 

（６）概算工事費の検討  基本設計図書の作成が完了した時点において、

当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要す

る費用を積算し、工事費概算書（年度割額含む）

を作成する。 

（７）基本設計内容の発注者への説明等  基本設計を行っている間、発注者に対して、作業

内容や進捗状況を報告し、配置計画、設備計画を

協議する。 

 



（２）その他 

施設配置の調整 

 ・基本構想及び活性化計画での検討結果に基づき、計画対象地に整備予定の各種

施設配置について調整を行い、土地利用計画図等として取りまとめる。 

（３）留意事項 

 受注者は、発注者と十分に意見調整を行いながら、設計を行うものとする。 

 

６ 提出物及び提出部数 

（１） 提出書類および報告書（成果品） 

 別表１（基本設計成果物納品リスト） 

成果物等 部数 
電子

ﾃﾞｰﾀ 
備考 

設計業務実施計画書 １部 ○  

基本設計方針説明書 １部 ○  

基本設計図（別表２に掲げる設計成果図書） １式 ○  

打合せ記録簿 １部 ○  

設計意図説明書 １部 ○  

工事費概算書及び総事業費概算書（年度割額含む） １部 ○  

基本設計書 10部 ○ 製本（A3版横） 

基本設計書（概要版） 10部 ○ 製本（A3版横） 

土地計画利用書 １部 〇  

電子データ（成果品の電子データを収めた CD-R） １式   

  



 別表２（基本設計成果図書） 

設計の種類 成果図書 

（１）総合版 ①計画説明書（各法令検討を含む） 

②仕様概要書 

③仕上概要表 

④面積表及び求積図 

⑤敷地案内図 

⑥配置図（1/200） 

⑦平面図（1/100） 

⑧断面図（1/100） 

⑨立面図（1/100） 

⑩事業費概算書 

（２）構造 ①構造計画説明書 

②構造設計概要書 

③工事費概算書 

（３）設備 （ⅰ）電気設備 ①電気設備計画説明書 

②電気設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

（ⅱ）給排水衛生設備 ①空調換気設備計画説明書 

②空調換気設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

（ⅲ）空調換気設備 ①空調換気設備計画説明書 

②空調換気設備設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

（ⅳ）昇降機等 ①昇降機等計画説明書 

②昇降機等設計概要書 

③工事費概算書 

④各種技術資料 

注１ 縮尺については、発注者と協議し確認すること。  



７ 設計与条件 

（１）施設 

 ①施設名：五戸町産地直売施設（仮称） 

 ②用途：地元農産物直売所、地元農産物飲食店 

 ③類型：第５号第１類（商業施設、店舗）（告示第９８号別添二） 

（２）敷地 

 ①地番：五戸町大字上市川字中山前１２－１，１３－１，１４－１，１５－１，１６－１，１８－

１，１９－１，２１，２２，２３及び用悪水路 

 ②敷地面積：約１５，０００㎡（用悪水路部分を含む。） 

 ③都市計画区域：区域内非線引都市計画区域 

 ④用途地域：指定なし 

 ⑤その他：農業振興地域内 農用地区域内 第１種農用地 

 ⑥建ぺい率：７０％ 

 ⑦容積率：２００％ 

 ⑧接道状況： 

東側：用悪水路（蛯川土地改良区）及び法定外道路（五戸町） 

西側：県道２０号線（八戸三沢線） 

南側：用悪水路（蛯川土地改良区）及び町道北市川池之堂線 

北側：町道北市川轟木線（道路整備予定有） 

 ⑨下水処理：浄化槽 

 ⑩上水道：上水道引込予定（八戸圏域水道企業団） 

（３）建築物 

 ①計画面積：８００㎡以下（ただし、産直売場２００㎡、花き売場１００㎡及び農家レス

トラン部分１５０㎡（各面積は想定）を必ず含む。） 

 ②主要構造：地上 1階・S造 

 ③「官庁施設の総合耐震計画基準」による分類：Ⅱ類 A類 甲類 

（４）施設整備予定機能： 

  ・産地直売所機能 

  ・飲食機能 

  ・トイレ機能 

  ・管理室・バックヤード機能 

  ・駐車場機能 

  ・交流拠点機能 

  ・防災機能 

  ・情報発信・町案内機能 

  ・交通拠点機能 



  ・憩いの場としての機能 

 

８ 貸与図書等 

①五戸町産直施設整備基本構想（令和３年３月策定） 

②農山漁村振興五戸町活性化計画（令和５年３月策定） 

 

９ 適用 

この特記仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築設計業務委託共

通仕様書（以下、「国共通仕様書」という。）１－１．２－９及び青森県県土整備部 設計

業務等共通仕様書（以下、「県共通仕様書」という。）第１１０２条第１４項に定める特記

仕様書で、本業務に適用する。 

 また、本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、契約書、設計仕様書、

設計図書、国共通仕様書、県共通仕様書によるものとする。 

 

１０ 管理技術者等 

（１）管理技術者は、国共通仕様書３－３．１０及び県共通仕様書第１１０７条の定めのほ

か、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士である

こと。 

（２）専門分野を担当する担当責任者の資格要件は、原則として下記に掲げるとおり

とする。 

①建築（総合）の担当責任者は、建築士法第２条第２項に規定する一級建築士を

有する者であること。 

②建築（構造）の担当責任者は、構造設計一級建築士を有する者であること。 

③電気設備の担当責任者は、建築設備士または設備設計一級建築士を有する者

であること。 

④機械設備の担当責任者は、建築設備士または設備設計一級建築士を有する者

であること。 

 

１１ 照査技術者 

 照査技術者は、県共通仕様書第１１０８条のほか、建築士法第２条第１項に規定する

１級建築士であること。  



１２ 専門分野の再委託 

（１）国共通仕様書３－３．７及び県共通仕様書第１１２８条の定めにより管理技術者及

び建築（総合）分野の担当責任者は再委託をすることができない。 

（２）建築（構造）・電気・機械・その他の分野について、各分野の全部又は一部を再委

託することができる。 

（３）前項の再委託を行う場合には、再委託承諾申請書を提出し、発注者の承諾を得

なければならない。 

（４）建築（構造）分野を再委託する場合は、再委託先に構造設計一級建築士が所属

していること。 

 

１３ 設計業務実施計画書の提出 

 受注者は、契約締結後速やかに、次に掲げる事項を記載した業務実施計画書を作

成の上発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。 

（１）設計方針 

・本業務の実施方針 

・設計上特に配慮する事項等 

・成果品の内容及び部数 

（２）業務実施体制 

・組織体系図（協力事務所、再委託を含めた体系図） 

・業務担当表 

・連絡体制及び連絡先 

・管理技術者情報（氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験、手持ち業

務及び資格者証の写し等） 

・担当責任者情報（上記に同じ） 

・担当技術者情報（上記に同じ） 

・協力事務所及び再委託先の情報（名称、代表者名、所在地、分担業務、協力を受

ける理由及び内容、主たる担当技術者情報（上記に同じ）） 

（３）業務工程 

・作業項目別工程計画 

・打合せ計画  



１４ 打合せ及び記録簿等 

 次の時期に打合せを行い、受注者は速やかに記録を作成し、次回打合せ時までに

検討結果資料等を添えて発注者に提出すること。 

（１）各業務着手前 

（２）定例打合せ（２週間に１回程度を基本とする。） 

 各月初回の打合せ時に、前月の業務の履行状況の報告を書面にて行うこと。 

（３）その他発注者または受注者が必要と認めたとき。 

 

１５ 適用基準等 

 設計業務の実施にあたって、建築基準法その他関係法令及びその他これに基づく

条例規則等の規定による他、特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が

制定または監修したもの（最新版）によるものとし、事前に監督員の承諾を得ること。 

 Ａ．建築 

     ・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（最新版） 

     ・建築設計基準及び同解説（最新版） 

     ・建築構造設計基準及び同解説（最新版） 

     ・建築工事標準詳細図（最新版） 

 Ｂ．建築積算 

     ・公共建築工事積算基準（最新版） 

     ・公共建築数量積算基準（最新版） 

     ・公共建築工事内訳書標準書式（最新版） 

 Ｃ．設備 

     ・建築設備計画基準（最新版） 

     ・建築設備設計基準（最新版） 

     ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（最新版） 

     ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版） 

     ・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（最新版） 

     ・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（最新版） 

 Ｄ．設備積算 

     ・公共建築設備数量積算基準（最新版） 

     ・公共建築設備工事内訳書標準書式（最新版） 

  



１６ 記載内容の整理 

 設計図書等については、電子データ及び工事種目、工事科目等により分かりやすく

整理し、目次や図面番号、インデックス等を適宜付けること。 

 

１７ 著作権 

 本業務の成果物が、著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物に該当する場合

は、著作権法第２章及び第３章に規定される著作者の権利は、著作権法に定めるとこ

ろに従い、受注者または発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 

 なお、提出されたデータについて発注者は、五戸町産地直売施設の建設に係る各

種申請及び実施設計・工事の発注に係る使用のほか、工事並びに実施設計及び工

事管理、その他必要となる業務において使用できるものとする。 

 

１８ その他 

（１）業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議するものと

する。 

（２）打合せ及び協議記録簿等については、受注者により作成するものとし、作成後速

やかに監督職員に提出するものとする。 

（３）成果品納入後にあっても成果品に誤りがある場合は直ちに訂正するものとする。 

（４）本特記仕様書、契約書、設計仕様書、設計図書、国共通仕様書、県共通仕様書

に定めのない事項については、発注者受注者協議の上、決定するものとする。 


